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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１． 令和4年7月以降の雇用調整助成金等の特例措

置等について 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表

明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の

改正等が必要であり、現時点(5/31現在)での予定と

なります。 

 

(１)雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金含む) 

新型コロナウイルス感染症の影響による事業活動

縮小への影響を考慮し、令和 4年 6月末までの期

限としていた特例措置(上限額上乗せ等)を、措置

内容はそのままとしつつ令和 4年 9月末まで延長

することになりました。 

 

(２)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給

付金 

令和4年6月末までとしていた申請対象期間を、支給

内容はそのままとしつつ令和4年9月末まで延長する

ことになりました。 

 

【お問合せ先】 

(１)職業対策課 助成金センター(022-299-8063) 

(２)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給

付金コールセンター(0120-221-276) 

 

【厚生労働省プレスリリース】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_000

01.html 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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２． 小学校休業等対応助成金・支援金の延長（予

定） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時

休業や、子どもが新型コロナウイルス感染症に感染

した等の理由で小学校等を休んだことにより仕事を

休まざるをえない保護者の皆様を支援するために設

けている「小学校休業等対応助成金・支援金」につ

いて、対象となる休暇取得の期間が、今後令和４年

９月末までとなる予定です。 

助成金は労働者を雇用する事業主の方、支援金は

委託を受けて個人で仕事をする方が対象です。 

 

 

また、労働者からの相談内容に応じて企業への本

助成金活用の働きかけ等を行うため、宮城労働局に

設置している「小学校休業等対応助成金に関する特

別相談窓口」の開設期間も延長いたします。 

 

 

■詳細 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25972.htm

l 

■問合せ先：コールセンター 0120-603-999、受付

時間 9:00～21:00（土日・祝日含む） 

■特別相談窓口（宮城労働局雇用環境・均等室）：

022-299-8844、受付時間 8:30～17:15（土日・祝

日・年末年始を除く） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３． 申請期限迫る！「業務改善助成金特例コース

」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

「業務改善助成金特例コース」の申請期限は、 令

和４年７月29日（金）です。 

 

 「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、売上高等が30％以上

減少している中小事業主が、令和３年７月16日から

令和３年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を

30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合

に、対象経費の範囲を特例的に関連する経費（広告

宣伝費等）にまで拡大し、その費用の一部を助成す

るものです。 

  

 対象となる事業場、支給要件、助成対象等お気軽

にコールセンターまでお問い合わせください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25972.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25972.html


3 

 

 

●業務改善助成金コールセンター 

   0120-366-440 （平日8：30～17：15） 

 

【提出先】雇用環境・均等室（022-299-8844） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４． ６月は全国安全週間の準備期間です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

厚生労働省では７月1日～7日の期間で全国安全週

間を実施します。 

７月の全国安全週間を前に、６月１日から30日ま

でを準備期間としています。 

 95回目を迎える今年の全国安全週間は 

「安全は 急がず焦らず怠らず」 

をスローガンに 

「令和４年全国安全週間実施要綱」 

によるほか、当局では、健康で安全な職場環境づく

り等に向けた事業場トップの意思を表明する 

「Safe work 向上宣言」 

による安全意識の高揚に取り組むことにしています

。 

 各事業場におかれましては、日頃の労働災害防止

活動に加え、安全週間期間中の安全大会や安全パト

ロール等の実施により、労働者の安全意識の向上を

図り、ゼロ災職場の実現を目指しましょう。 

なお、安全週間の取組については、いわゆる「３

つの密」を避けるなど新型コロナウイルス感染症の

拡大防止対策にも十分に御配慮をお願いします。 

 

・本週間 7月1日から7月7日 

・準備期間 6月1日から6月30日 

 

●全国安全週間 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/3/20220524zennkokuannzennsyuukann.

html 

 

【お問合せ先】 健康安全課（022-299-8839） 

 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/3/20220524zennkokuannzennsyuukann.html
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